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定例記者会見 報道資料 

                   令和 4 年 1 月 14 日 

 

                     総合政策部 人事課 

電話 0742-34-4821 

 

 

 

「市職員の副業」で地域貢献活動を推進 

 

 

 奈良市は、市職員が地域貢献活動へ積極的に自身の経験を活かして、地域活動に取り組む

ことを目的とし、職員が副業に就きやすくするため、職務外に報酬を得て地域活動に従事す

る際の基準を定め、令和 4 年２月１日から運用を開始します。 

人口減少や少子高齢化社会が進行し、自治体経営が厳しい状況の中、市民ニーズは多様化、

複雑化しております。このようなニーズや課題に対応していくためには、市民と行政が互い

の立場を認識し、それぞれが役割を担い、協働しながら地域課題を解決していくことが必要

です。 

これまでも、地方公務員法第３８条第１項の規定により、任命権者の許可があれば、職員

が報酬を得て事業若しくは事務に従事することは可能であったが、地域貢献活動の対象とな

る活動を明確化することにより、それぞれの職員が持つ能力にあった活動により、市民との

参画や協働によるまちづくりが活発になることを推進します。 

 

 

 

 地域の中へ職員が飛び出し、地域や社会に貢献する活動に積極的に参加することは、地

域社会にとってもプラスとなる。 

 地域貢献活動で得た知識、経験を職員の能力向上や行政サービスの品質向上に活かすこ

とが期待できる。 
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１ 対象となる活動 

 地域の課題解決を目的とし、市内外の地域の発展・活性化に寄与する公共性の高い活動の

うち、報酬を伴う継続的な活動 

 対象となる活動 

1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

2 社会教育の推進を図る活動 

3 まちづくりの推進を図る活動 

4 観光の振興を図る活動 

5 農村等の振興を図る活動 

6 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を

図る活動 

7 環境の保全を図る活動 

8 地域の安全を図る活動 

9 災害救援活動 

10 子どもの健全育成を図る活動 

11 経済活動の活性化を図る活動 

12 その他、任命権者が認めるもの 

 

２ 対象となる職員（次のすべての要件に該当するもの） 

（１）一般職の職員 

（２）活動開始予定日において在籍 1 年以上又は新たに職員となったもので等で特に任命権

者が必要と認める職員 

 

３ 要件 

（１）勤務時間外、週休日及び休日における活動であり、職務の遂行に支障がないこと 

（２）報酬等は地域貢献活動として許容できる範囲であること 

（３）活動先の団体との間に特別な利害関係がないこと、また発生のおそれがないこと 

（４）営利を主目的とした活動、宗教的活動、政治的活動、法令に違反する活動でないこと 

 

４ 奈良市の過去の実績 

 ・手話通訳者養成講座の講師や手話通訳者として活動 

 ・スポーツ少年団のコーチやスポーツ大会での審判 

 ・児童虐待にかかる電話相談の相談員          など 

 

営利企業等従事 

許可件数 

令和２年度 令和元年度 平成 30 年度 

13 件 17 件 26 件 

 

想定される活動例 

・障がい者の日常生活、社会生活を

支援する活動 

・商店街等の商業活性化の活動 

・外国語の講師 

・観光ガイドや観光にかかる刊行物

の発行等の活動 

・植林、林内整備等の森林作業によ

りみどりを守る活動 

・救命講習の講師 

・学校の部活動の指導員    

・地域の歴史や文化の勉強会の実施 

・公園等の利活用事業による地域交

流の活性化推進活動 

 

 

 

学校の部活動の指導員 

 

 

 


